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令和７・８年度 伊方町入札参加資格申請要領 

 

1. 申請方法 

伊方町入札参加電子申請システム（以下「システム」という。）で申請してください。 

システムへはインターネットを利用して下記のアドレスにアクセスしてください。 

https://www.nssinsei.jp/ikata-town 

 

2. 申請資格 

申請者は、次の全ての要件を満たしていることが必要です。 

 (1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しないこと。 

 (2) 状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。 

(3) 消費税及び地方消費税、法人税（個人の場合は所得税）及び都道府県税、伊方町税を滞納してい

ないこと。 

(4) 法令上、許可等を必要とする建設工事や業務等については、当該許可等を受けていること。 

(5) 役員、代理人、支配人その他の使用人が伊方町暴力団排除条例（平成23年伊方町条例第20号）

第２条第３号に規定する暴力団員等でないこと。 

(6) 社会保険等（健康保険、厚生年金保険及び雇用保険）に加入していること。 

 

3. 受付期間 

 (1) 定時受付 令和７年１月14日（火）から令和７年２月14日（金） 

 

 (2) 随時受付 

受付期間 登録及び格付けの始期 備考 

令和７年 ２月１５日から 

令和７年 ５月３１日まで 
令和７年 ７月 １日 

 

令和７年 ６月 １日から 

令和７年 ８月３１日まで 
令和７年１０月 １日 

 

令和７年 ９月 １日から 

令和７年１１月３０日まで 
令和８年 １月 １日 

 

令和７年１２月 １日から 

令和８年 ２月２８日まで 
令和８年 ４月 １日 

 

令和８年 ３月 １日から 

令和８年 ５月３１日まで 
令和８年 ７月 １日 

 

令和８年 ６月 １日から 

令和８年 ８月３１日まで 
令和８年１０月 １日 

 

令和８年 ９月 １日から 

令和８年１１月３０日まで 
令和９年 １月 １日 
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4. 有効期間 

令和７年４月１日から令和９年３月31日までの２年間 

※随時受付の場合は登録及び格付けの始期から令和９年３月31日まで 

 

5. 提出書類 

 (1) 町内に本店を有する申請者 

  ① 建設業許可証明書 

  ② 印鑑証明書 

  ③ 使用印鑑届（指定様式又は任意様式） 

    ※申請書提出日前３ヶ月以内に発行されたものを提出してください。 

  ④ 納税証明書（申請時点で未納税額がないことを証するもの） 

    ※申請書提出日前３ヶ月以内に発行されたものを提出してください。 

   ア 個人事業者の場合 

・ 所得税、消費税及び地方消費税 

・ 愛媛県が課税する全ての県税（個人県民税及び地方消費税を除く） 

   イ 法人の場合 

・ 法人税、消費税及び地方消費税 

・ 愛媛県が課税する全ての県税（地方消費税を除く） 

  ⑤ 登記事項証明書（履歴事項証明書）（法人のみ） 

    ※申請書提出日前３ヶ月以内に発行されたものを提出してください。 

  ⑥ 総合評定値通知書（申請日前１年７ヶ月以内の決算日を審査基準として受審したもので、最新

のものを添付すること。） 

    ※鮮明なものを添付すること。 

    （経営事項審査は毎年受け、通知書をその都度提出していただく必要があります。なお期限切

れから提出されるまでの間、入札に参加できませんので注意してください。） 

  ⑦ 専任技術者証明書【様式第八号】 

    ※最新の専任技術者一覧表でも可とする。 

  ⑧ 個人町県民税の特別徴収に係る書類 

     詳細は本要領４ページをご覧ください。 

  ⑨ 社会保険等未加入対策に係る書類 

     詳細は本要領４ページをご覧ください。 

  ⑩ 町税等の納付状況調査に係る書類 

     詳細は本要領５ページをご覧ください。 

 

 (2) 町外に本店を有する申請者 

  ① 営業所一覧表（任意様式（各営業所の許可業種を必ず記載すること）） 

  ② 工事経歴書（任意様式） 

  ③ 建設業許可証明書 

  ④ 印鑑証明書 
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    ※申請書提出日前３ヶ月以内に発行されたものを提出してください。 

  ⑤ 使用印鑑届（指定様式又は任意様式） 

  ⑥ 納税証明書（申請時点で未納税額がないことを証するもの） 

    国税、都道府県税（本店の所在する税務署及び都道府県税務担当部署が発行するもの） 

    ※申請書提出日前３ヶ月以内に発行されたものを提出してください。 

  ⑦ 登記事項証明書（履歴事項証明書）（法人のみ） 

  ⑧ 総合評価値通知書（申請日前１年７ヶ月以内の決算日を審査基準として受審したもので、最新

のものを添付すること。） 

  ⑨ 専任技術者証明書【様式第八号】 

    ※本社から権限の一部を受任している営業所等は、その営業所等の専任技術者証明書を提出し

てください。 

    ※最新の専任技術者一覧表でも可とする。 

  ⑩ 委任状 

    入札・契約等に係る権限を支店・営業所等に委任する場合に提出すること。様式は指定様式又

は任意様式とし、委任期間は委任を行う日から令和９年３月３１日までとすること。 

    ※委任先営業所の所在地、許可業種確認のため「建設業許可申請書別紙２（建設業法施行規則

に定める様式第１号別紙２）」（最新の状況のもの）を添付してください。 

  ⑪ 個人町県民税の特別徴収に係る書類 

    詳細は本要領４ページをご覧ください。 

  ⑫ 社会保険等未加入対策に係る書類 

    詳細は本要領４ページをご覧ください。 

  ⑬ 町税及び納付状況調査に係る書類（伊方町に納付すべき町税等がある法人及び代表者のみ提出

すること） 

    詳細は本要領５ページをご覧ください。 

 

6. 審査結果通知 

審査完了時に審査結果をメールにて通知します。なお、申請受理時、審査開始時及び差戻し時も

メールにて通知します。 

また、資格を有すると認めた者について有資格業者名簿に登録し、伊方町ホームページに掲載し

公表します。 

 

7. その他の注意事項 

(1) 不足資料等があった場合は、書類が完備するまで名簿登録ができませんので、連絡後速やかに提

出してください。 

(2) 各証明書は、申請書提出日前３か月以内に発行されたものを提出してください。 

 (3) 申請に使用できる文字は「JIS 規格第１水準」及び「JIS 規格第２水準」のみとしております。

機種依存文字や旧字体等は使用せず、新字体等に置き換えて申請してください。 

（例：﨑→崎、髙→高、德→徳） 

(4) 申請後、申請書類等に変更が生じた場合は、システムにて変更申請を行ってください。 

(5) 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書（建設工事）の更新があった場合は、直ちにシス
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テムにて提出してください。 

(6) 電子入札の登録を行っている事業者でＩＤカード変更（追加）通知書等の提出についても、シス

テムの変更申請より行ってください。 

(7) 申請後、入札参加資格を取下げる必要が生じた場合は、申請願い申し込み取り消しの手続きをシ

ステム上で行ってください。 

(8) 電子申請による受付は 24 時間行っておりますが、メンテナンス等により繋がらない場合があり

ます。その場合は、時間をおいてから再度申請してください。 

 

8. 「個人町県民税の特別徴収の実施」について 

伊方町入札参加資格の要件として、個人町県民税の特別徴収の実施を、平成２７・２８年度 建設

工事入札参加資格審査から適用しております。 

このため、伊方町建設工事入札参加資格審査申請にあたり、次のとおり対応してください。 

（ア）伊方町に個人町県民税の納税義務を有する従業員がおり、個人町県民税の特別徴収を実施し 

ている事業所の場合 

〔提出書類〕 

令和６年度給与所得等に係る町民税・県民税特別徴収税額の決定通知書 (特別徴収義務者用)

（１頁のみを添付） 

（イ）伊方町に個人町県民税の納税義務を有する従業員がいない事業所の場合 

〔提出書類〕 

個人町県民税の特別徴収すべき従業員がいない旨の「個人町県民税特別徴収実施誓約書」 

   ※個人町県民税の特別徴収についての問い合わせ先 

    伊方町町民課税務係 TEL0894-38-2650 

 

9. 社会保険等（雇用保険・健康保険・厚生年金保険）の未加入対策について 

国及び愛媛県においては、社会保険等に加入し法定福利費を適切に負担する事業者を確実に契約 

の相手方とすること等を通じて公平で健全な競争環境を構築する観点から、社会保険等（雇用保険・

健康保険・厚生年金保険）の未加入対策を行っています。 

 伊方町においても、建設工事における社会保険等の未加入の事業者からの申請は、受け付けを行

わないこととしております。 

 

※経営事項審査の「その他の審査項目」の該当箇所に「有」又は「除外」の表示がある場合は下記 

の該当する書類の提出は不要です。「無」の場合は以下の記載に従ってください。 

 

（1）雇用保険の加入に関する書類（下記のいずれかを提出してください。） 

 ①雇用保険料納入証明書 

②直近の労働保険概算・確定保険料申告書の控え及び保険料領収済通知書 

③雇用保険適用事業所設置届の事業主控え 

※労働保険に関する事務処理を労働保険事務組合に委託している場合は、事務組合発行の保険料 

納入通知書を提出してください。 
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（2）健康保険及び厚生年金保険の加入に関する書類（下記のいずれかを提出してください。） 

   ①社会保険料納入証明書 

   ②保険料納付領収証書（直前３か月以内のもの） 

   ③健康保険・厚生年金保険新規適用届の事業主控え 

   ※健康保険組合に加入している場合は、加入証明書又は健康保険の適用除外承認書など加入を証

明する書類を提出してください。 

 

10. 町税等の納付状況調査について 

伊方町入札参加資格の要件として、伊方町に納付すべき町税等がある法人及び代表者について 

は、以下の〔町税等〕 の納付状況について、令和１・２年度建設工事入札参加資格審査から適用す

ることとなりました。 

このため、伊方町に町税等を納付している法人及び代表者は、「町税等納付状況調査同意書」を提 

出してください。  

資格審査時点で、法人及び代表者に町税等の滞納がある場合は、入札参加資格を有しないものと 

します。(町税等の滞納が完納した時点で、入札参加資格を有します。) 

〔町税等〕 

・町民税               ・固定資産税 

・軽自動車税           ・国民健康保険税 

・下水道使用料         ・合併処理浄化槽使用料 

・水道料               ・介護保険料 

     ・後期高齢者医療保険料 ・保育料 

    ・町営住宅使用料       ・公営住宅使用料 

    ・学校給食費徴収金     ・奨学金 

〔提出書類〕 

町税等納付状況調査同意書 
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建設工事（町外）

　　　　　　③健康保険・厚生年金保険新規適用届の事業主控え

　　　　　※健康保険組合に加入している場合は，加入証明書又は健康保険の適用除外承認書など加入

　　　　　　を証明する書類を添付してください。

　　　　　　③雇用保険適用事業所設置届の事業主控え

　　　　　※労働保険に関する事務処理を労働保険事務組合に委託している場合は、事務組合発行の保

　　　　　　険料納入通知書を添付してください。

　　　　（2）健康保険及び厚生年金保険の加入に関する書類（下記のいずれかを添付してください。）

　　　　　　①社会保険料納入証明書

　　　　　　②保険料納付領収証書（直前３か月以内のもの）

　　　　　　②直近の労働保険概算・確定保険料申告書の控え及び保険料領収済通知書

７　「監督処分及び指名停止措置の状況」は、過去２年間（令和４年11月1日から令和６年10月31日まで）

　に建設業法に基づく監督処分及び伊方町から入札参加資格停止措置を受けている場合にはその内容

　を記入し、該当がない場合は「該当なし」と記入してください。

　　なお、「処分等の内容・期間」及び「処分等の理由」は簡潔に記入してください。

８　雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の加入状況

　　該当する□欄に、✔印を記入してください。

　　　※経営事項審査の「その他の審査項目」の該当箇所に「有」又は「除外」の表示がある場

　　　　合は下記の該当する書類の提出は不要です。「無」の場合は以下の記載に従ってくださ

　　　　い。

　　　　（1）雇用保険の加入に関する書類（下記のいずれかを添付してください。）

　　　　　　①雇用保険料納入証明書

　義も含む）において所有している場合をいいます。

２　「営業年数」、「資本金」、「自己資本の額」は、直近の経営事項審査申請で記入した内容を記

　入してください。

３　「職員数」は、直近の経営事項審査の審査基準日における人数を記入してください。

４　「愛媛県内にある支店・営業所」は、愛媛県内にある支店等（建設業法で定めるもの以外を含む）

　を記入してください。欄が足りない場合は別葉としてください。

５　「県外にある最寄りの支店・営業所」は、愛媛県外にある最寄りの支店等（建設業法で定めるも

　の）を記入してください。

６　「伊方町に建設工事入札参加資格審査申請書を提出し、又は提出を予定している系列会社の状況」

　該当する系列の企業（親・子会社）があれば（１）又は（２）に記入し、役員を兼任している場合は

　（３）に記入してください。

　　なお、ここで記入する系列企業（親子会社）とは、議決権のうち40％以上を親会社の計算（他人名

記　入　要　領　（町外業者）

１　「権限の委任先」は、委任状により本店以外の営業所に、①入札及び見積もりに関する一切の権

　限、②契約締結に関する一切の権限、③代金請求及び受領に関する一切の権限、④復代理人の選任

　に関する一切の権限、⑤その他①から④に付帯する一切の権限を委任する場合は記入してください。



【町外業者（準町内業者を含む）】 

〇必ず提出しなければならない書類  

△該当がある場合のみ提出する書類  

申請者 

提出書類 
法人 個人 

① 営業所一覧表（任意様式） 〇 ― 

② 工事経歴書（任意様式） 〇 〇 

③ 建設業許可証 〇 〇 

④ 印鑑証明書 〇 〇 

⑤ 使用印鑑届（指定様式又は任意様式） 〇 〇 

⑥ 納税証明書 

法人税又は所得税並びに消費税及び地方

消費税 
〇 〇 

都道府県税並びに特別法人事業税及び地

方法人特別税 
〇 〇 

⑦ 登記事項証明書（履歴事項証明書） 〇 ― 

⑧ 総合評価値通知書 〇 〇 

⑨ 専任技術者証明書【様式第八号】 〇 〇 

⑩ 委任状 △ ― 

⑪ 個人町県民税の特別徴収に係る書類 〇 〇 

⑫ 社会保険等未加入対策に係る書類 △ △ 

⑬ 町税等の納付状況調査に係る書類 △ △ 

 


